
 
 会津大学は、平成5年に開学した4年制の会津大学と、昭和26
年から60年以上の伝統を持つ短期大学部の2つの大学を有し、

歴史と人情味あふれるまち福島県会津若松市にある公立大学
法人です。 
 4年制大学は、日本初のコンピュータ理工学専門大学として開
学以来、世界的にも質の高い教育・研究を実践し、ICT分野にお

ける多くのスペシャリストを地域をはじめ、国内外の幅広い分野
に送り出しています。 
 また、短期大学部は、昭和26年に会津短期大学として開学して

以来、地域社会の生活、文化、産業の向上発展に寄与する優れ
た人材を輩出し、地域と共に歩んでいます。 
 一方で、この間に社会経済状況は大きく変化し、学生達の経済
状況はますます厳しくなっております。 
 こうした状況を踏まえ、地元有志の方々が、「会津大学生生活
支援会」を立ち上げて学生の生活支援のために寄附金を募り、
皆様からの寄附金を本学にお寄せいただきました。 
 私といたしましても、地元有志の方々の本学学生への熱い思い
に応えるとともに、学生生活の支援につながり、一人でも多くの
学生が志を遂げることができるよう、本学に会津大学学生生活
支援基金を設置して寄附金を募集し、学生生活の支援のための
資金を、皆様のご理解とご協力のもと確保していきたいと考えて
おります。 
 つきましては、今回の趣意をご理解いただき、より多くの若者が
充実した学生生活を送ることがでるよう、さらには一人でも多くの
学生が無事に学業を修め、社会にはばたいていくことができるよ
う、ご支援くださいますよう心よりお願い申し上げます。 
 
会津大学 理事長(兼)学長 岡 嶐一 

 会津大学には、会津若松市をはじめ、福島県内はもとより全国
各地から、私たちのふるさと「会津」を学びの場に選んだ約1,500
名の学生が希望に胸を膨らませて学んでいます。 
 こうした中、学生達の生活状況は、ここ10年ほど厳しい状況が
続いており、自宅外から通学する学生は平均5万円台の仕送りで
生活をしています。（2006年には8万円台でした。） 
 さらには、その自宅外生の約22％が仕送りなしで頑張っていま
す。（2006年は10％未満でした。） 
 しかしながら、志半ばで学業を諦め、心ならずも大学を、そして
「会津」を去っていく学生達もいます。 
 厳しい経済状況にある会津大学や会津大学短期大学部の学
生達を何とか支援できないものかと、平成30年2月に「会津大学
生生活支援会」を立ち上げ、寄附金を募ることとしました。 
 お寄せいただいた寄附金は、会津大学に贈呈し、学内の売店
や食堂で利用できるプリペイドカードにして、学生たちに届けられ
ています。それらは、書籍代や生活費の支援となります。 
 皆様の温かい気持ちを学生への支援という形にして、地域が協
力して取り組んでいければ幸いです。縁あって、ここ会津で生活
を送る若者たちに、充実した学生生活を送って欲しいと考えてお
ります。 
 また、この取組は末長く続けていくことが大切であると思います
ので、ご無理のない範囲内でご寄附いただけますと幸いです。 
 支援を受けた学生さんは、生涯、会津のことを忘れはしないで
しょう。 
 皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。 
 
会津大学生生活支援会 会 長 宮澤 洋一 

「会津大学学生生活支援寄附金」 
ご支援のお願い 

公立大学法人 

会 津 大 学 
ＴＨＥ  ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ  ＯＦ  ＡＩＺＵ 

 個  人 一口  2,000円 
 法人企業 一口10,000円 
※複数口のご寄附も大歓迎です。 
※ご寄附は通年受け付けております。 
※ご寄附いただいた方へ寄附金受領書をお送り致します。 

お振込のご案内 

東邦銀行 会津支店 普通   2272182 
（口座名） 
コウリツダイガクホウジン アイヅダイガク 

※東邦銀行からのお振込は、裏面の振込依頼書を 
 ご利用いただけます。 

＜お問い合わせ先＞ 
会津大学  学生課  学生支援係 
〒965-8580 福島県会津若松市一箕町鶴賀 
TEL 0242-37-2515  FAX 0242-37-2526 
E-mail：cl-health-welfare@u-aizu.ac.jp 

公立大学法人 

会津大学短期大学部 
J U N I O R  C O L L E G E  O F  A I Z U  

＜お問い合わせ先＞ 
会津大学 短期大学部 学生係 
〒965-8570 福島県会津若松市一箕町大字八幡字門田１-１ 
TEL 0242-37-2301  FAX 0242-37-2412 
E-mail：info@jc.u-aizu.ac.jp 



※ ご 寄 附 は 通 年 受 け 付 け て お り ま す 。  
 複 数 口 の ご 寄 附 も 大 歓 迎 い た し ま す 。  
 皆 様 の 末 永 い ご 支 援 に つ い て 是 非 と も  
 ご 検 討 い た だ け ま す と 幸 い で す 。  

～お振込のご案内～ 
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＜寄附額＞ 
個  人 一口    2,000円 
法人企業 一口  10,000円 
※複数口のご寄附も大歓迎いたします。 
 
＜寄附方法＞ 
〇振込によるご寄附 
本振込依頼書をご使用いただきますと、東邦銀行本支店
からの振込手数料が無料になります。 
※その他の金融機関からのお振込については、所定の手
数料がかかります。 
※郵便局からのお振込みについては、郵便局指定の振込
用紙により、振込手数料が無料となります。詳しくは表
面に記載の<お問い合わせ先>までご連絡ください。 
〇現金でのご寄附 
大学窓口で現金受付も承ります。 
(窓口)  ･会津大学  学生課  学生支援係 
    ※学生食堂のある建物(学生ホール)の2階です。 
       平日 9:00～17:00 
 
      ･会津大学  短期大学部  学生係 
    ※右側の建物(南棟)の１階から入った事務室内です。 
       平日 9:00～17:00 
 
＜寄附金受領書＞ 
ご寄附いただいた方へ寄附金受領書をお送りいたします。 
※ご寄附いただいた方のご芳名を本学のホームページに
掲載させていただく予定としております。掲載のご希望
につきまして、本振込通知書のチェック欄のいずれかに
チェック□をお願いいたします。 
 
＜税制上の優遇措置＞ 
本寄附金につきましては、税制上の優遇措置が受けられます。 
〇寄附者が「法人」の場合 
・法人税 ＜法人税法 第３７条第３項第２号＞ 
税務署に確定申告をしていただくことにより、寄附金額全額を損金に 
算入することができます。 
〇寄附者が「個人」の場合 
・所得税 ＜所得税法 第７８条第２項第２号＞ 
税務署に確定申告をしていただくことにより、所得税の寄附金控除が
受けられます。 
(本基金は「所得控除制度」のみ適用で、税額控除制度は対象外です。) 
・住民税  
寄附者がお住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金額控
除の対象として指定している場合、個人県民税・個人市町村民税の寄
附金税額控除が受けられます。 
なお、福島県および会津若松市は指定を受けておりますが、詳細につ
いてはお住まいの市町村等にお問い合わせください。 
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